
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いのち輝き 絆ひろがる あいのまち

相
生
市
は
、
兵
庫
県
の
南
西
部
に
位
置
し
、 

 

南
は
ペ
ー
ロ
ン
競
漕
が
行
わ
れ
る
相
生
湾
と
風
光
明
媚
な
瀬
戸
内
海 

 

北
は
緑
豊
か
な
山
々
と
歴
史
あ
ふ
れ
る
地
域
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

市
内
に
は
、
Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線
と
山
陽
新
幹
線
の
相
生
駅
、 

 

国
道
２
号
と
国
道

号
の
二
つ
の
国
道 
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道
の
駅
・
海
の
駅
あ
い
お
い
白
龍
城
前
の
公
共
桟
橋
な
ど 

 

多
く
の
交
通
ア
ク
セ
ス
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

平
成

年
４
月
に
「
子
育
て
応
援
都
市
」
宣
言
を
行
い
、 
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子
育
て
・
教
育
支
援
、
定
住
促
進
施
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に 

 

未
来
世
代
に
引
き
継
ぐ 

 

持
続
可
能
な
定
住
性
の
高
い 

 

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

お問い合わせはこちらまで 

 

相生市 企画総務部 企画広報課 企画係 

〒678－8585　兵庫県相生市旭１丁目１番３号 

ＴＥＬ　０７９１－２３－７１２４ 

ＦＡＸ　０７９１－２２－６４３９ 



 
 

　　　企業版ふるさと納税の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　国が認定した地方公共団体が行う地域創生プロジェクトに対して、各企業様が寄附を行った場合、 

　　　法人関係税から税額控除される仕組みです。相生市では、国から選定されました地域創生プロジェ 

　　　クトを応援いただける企業の皆様からの寄附を受け付けております。 

 

　　　企業版ふるさと納税の税制措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　企業版ふるさと納税は、損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）に加えて、税額控除（最大６割）

により、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担は約１割まで圧縮されます。 

 

 

　　　企業様のメリット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　◎社会貢献：社会課題の解決、ＳＤＧｓの達成など 

　　　　◎連携協力：相生市との新たなパートナーシップの構築 

　　　　◎ＰＲ効果：企業のＰＲ効果 

 

　　　寄附の手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

　　　対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　第３次相生市地域創生総合戦略に位置付けられた、地域創生に資する事業が対象となります。 

　　　　【第３次相生市地域創生総合戦略の戦略目標】 

戦略目標１　子育て応援のまち相生　～自然増対策～ 

戦略目標２　住みたい、帰りたいまち相生　～社会増対策～ 

戦略目標３　働くひとの希望が叶うまち相生　～産業活性化～ 

戦略目標４　安全・安心で住み続けられるまち相生　～元気づくり～ 

相生市の寄附対象事業の一部をご紹介いたします。 

　　　 

 

 

 

 乳幼児・子ども医療費助成事業（市単独上乗せ分）《Ｒ８拡充事業》

 戦略目標１　子育て応援のまち相生　～自然増対策～

 
乳幼児・こどもに係る医療費助成について所得制限を撤廃し、子育て世代の経済的負担を緩

和し、安心して子育てができる環境をつくる。 

 あいのまち住宅取得応援金交付事業　《Ｒ８新規事業》

 戦略目標２　住みたい、帰りたいまち相生　～社会増対策～

 
　本市で結婚新生活をスタートした夫婦及び本市への転入を望む子育て世代へ住宅取得応援

金を交付し、若者の定住促進及び子育て世代の転入促進を図る。

 羅漢の里魅力向上事業　《Ｒ８継続事業》

 戦略目標３　働く人の希望が叶うまち相生　～産業活性化～

 
　自然災害による破損箇所を補修、老朽化した施設や設備を更新し、安全性・利便性を高める

ことで、羅漢の里の魅力を向上させる。

 防犯対策強化事業　《Ｒ８新規事業》

 戦略目標４　安全・安心で住み続けられるまち相生　～元気づくり～

 
　昨今の凶悪事件の発生を受け、防犯対策事業を強化し、犯罪の未然防止と市民の生命・財産

の安全を確保するため、自治会及び防犯協会による地域防犯設備（防犯カメラ又は防犯灯）の

集中整備を令和８年度から令和１０年度まで防犯対策事業費を拡充して支援する。

企
業
様

相
生
市

01 寄附の申出

03 寄附の払込

02 納付書の送付

04 受領証の送付

05 税の申告

損金算入による軽減効果

約３割
国税＋地方税

税額控除

約６割
法人住民税＋法人税／法人住民税

企業負担

約１割

寄附額

【留意事項】 

※１回当たり１０万円以上の寄附が対象となります。 

※寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。 

※相生市に本社が所在する場合は、本制度の対象となりません。 

 


